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 １． chemSHERPA（ケムシェルパ）とは 

１－１．chemSHERPA（ケムシェルパ）とは 

chemSHERPA とは、「Chemical information SHaring and Exchange under Reporting Partnership in supply 

chai」の略で、業界横断型「製品含有化学物質情報伝達スキーム chemSHERPA と呼ぶ。この

chemSHERPA は製品含有化学物質管理の実践にあたり、サプライチェーン全体で業種横断的に利用可

能な情報伝達の仕組みとして、２０１５年１０月から提供されている。また chemSHERPA を利用した製品含

有化学物質情報伝達スキームのイメージは、図１‐１の様になっている。尚、chemSHERPA はデータ作成

支援ツール及び管理対象物質リストなどで構成されている。 

 

          図１－１ 業界横断型 「製品含有化学物質情報伝達スキーム」 のイメージ 

 

 

1－２．chemSHERPA データ作成支援ツール 

    情報伝達のためのデータ作成支援ツールが準備されており、化学品用には cheｍSHERPA－CI 

（Chemical Information）,成形品用には cheｍSHERPA－AI（Article Information）を用いる。 

cheｍSHERPA-CI には、成分情報を入力、chemSHERPA-AI には成分情報及び遵法判断情報を入力す

る。chemSHERPA スキームを利用し作成された製品含有化学物質情報がサプライチェーンを通じて伝

達された場合、その情報は 「責任ある情報伝達」 とみなされる。 また、「責任ある情報伝達」 とは、 

サプライヤーに対して分析機器による証明やエビデンスを求めるものではない。 

成分情報の伝達基準は、最終製品の使用・用途によって法規制の対象になるかならないかで別れ、

製品に含有する化学物質の濃度が法規制の閾値未満か、以上（以下、もしくは超える）かでも変わっ

てくる。 尚、chemSHERPA の成分情報の伝達基準(含有率閾値)は、chemSHERPA の最上位文書の

「利用ルール」において定められており、これに従う必要がある。 
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２．chemSHERPA（ケムシェルパ）の事例 

 ２－１．ＲＥＡＣＨ規則における粘着テープの成形品と混合物の区分 

粘着テープは一般に、基材・支持体もしくは内部補強材から構成されるが、それらは粘着テープの使用時

（接合時）に、形態・化学組成が変化しない。よって製品含有化学物質管理において、成形品として扱うことが

できる。 また、粘着テープを構成する基材（支持体）と、粘着剤を機械的かつ完全に分離することは難しく、使

用時においても容易に分離できないため、粘着テープは 《一体な成形品》 として扱うことを基本的な考え方

とするが、別の考え方を妨げるものではない。 

 

尚、成形品の製品含有化学物質情報の提供には、chemSHERPA-AI が用いられる。 chemSHERPA-CIでの

情報提供は原則として行わない。 混合物として取り扱うべき製品が現れた場合には、ＲＥＡＣＨ規則の「成形

品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス」＊１の判断基準を参考にしてchemSHERPA-CI 

を使用して情報を提供することとなる。 

 

 ＊１：本篇ガイダンスの付表２ 参照。 

 

 

【 粘着テープの区分と情報伝達の考え方 】 

 

(1)  粘着テープは使用時（接合時）に、形態・化学組成が変化せず、機械的に基材（支持体） 

と粘着剤の分離が困難なため、一体となった成形品として取り扱う。 

(2)  化学物質情報伝達には、成形品のため chemSHERPA-AI を発行し、chemSHERPA-CI 

での情報提供は原則行わない。  

(3) 粘着テープに残存する有機溶剤については、法規制に準じ、規制値を超える場合に

は、成分情報として、含有する最大値を報告する。 

 

 

２－２. chemSHERPA におけるＣＡＳ登録番号（CAS RN®）ナンバーの取り扱い 

chemSHERPA 管理対象物質を、報告閾値以上含有する場合には、物質および「ＣＡＳ番号」欄は入

力必須になる。一方管理対象以外の物質は、作成支援ツール成分情報画面の物質、ＣＡＳ登録番号

などを直接入力し、「任意報告」にチェックする。 

 

例） 天然ゴム 

一般にはＣＡＳ登録番号（CAS RN®）はない。理由は原産地によって不純物などが異なり中身が異な

ってくるため、一括して決めることができないからである。 しかし稀に登録されているケースもある。 天

然ゴムはＣＡＳ登録番号（CAS RN®）が特定できないので、「ＣＡＳ番号」記入欄に「－」とし、名称 「天然

ゴム」、任意報告物質としてチェックを入れる。 

 

２－３．chemSHERPA における情報入力画面 

ChemSHERPA 作成支援ツール画面は 『基本情報 画面』 『成分情報 画面』 『遵法情報 画面』 の３

部構成で、各部で情報入力を行う。（作成支援ツール全体を通じ赤字＊の項目は入力必須となってい
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る。） 

以下、本付属書では、chemSHERPA 成形品データ作成支援ツール（chemSHERPA-AI、Ver.２.00.00、  

２０１９年９月５日公開）を使って説明する。 また 『基本情報 画面』 の発行者・承認者情報および依頼

者情報、 『遵法情報 画面』 は、各事例ともに共通になる。 

 

 

図２-３-１ 基本情報画面の構成 

『基本情報 画面』  

【発行者・承認者情報】の入力 

① 整理番号、作成日の入力 

② 会社情報、発行者情報の入力 

メニューバーの 「会社情報」→「発行者・承認者情報」 を選択すると、発行者・承認者情報画面が表

示されるので、《発行者情報》、《承認者情報》の各項目を入力し、「ひな形としての登録」 ボタンを押し、

右上の 「ＯＫ」 ボタンを押す。 

③ 伝達事項 

   伝達対象とする情報（成分情報、遵法判断情報）をチェックする。 

（デフォルトは、両方にチェックが入っている）  

④ エリア 

遵法判断情報にチェックを入れた場合に、遵法判断情報の対象エリアを選択する。成分情報のみを

入力する場合は、エリアの選択は不要。 ※入力ルールについては、入力マニュアルを参照のこと。 
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《発行者情報》の入力済画面 

 

《承認者情報》の入力済画面 

 

 

【依頼者情報】および、【製品・部品情報】の「依頼者製品情報」の入力 

① 依頼者が依頼情報（データ）を作成する場合、「☑ 依頼情報の有／無」 をチェックする。 

チェックを付けることで、依頼者情報の項目がアクティブとなり、【製品・部品情報】の「依頼者製品情

報」が表示される。また、チェックを外すと入力した依頼者情報はすべて削除される。  

② 整理番号、依頼日を入力。 必要であれば回答期限を入力し、伝達事項を☑チェック入れる。  

③ 【製品・部品情報】の 「依頼者製品情報」 の製品名、製品品番を入力する。 

尚、【製品・部品情報】の「製品情報」列は、供給（回答）者側の入力欄になっているため、依頼情報の

作成段階では、入力は不要。 

 

【製品・部品情報】の入力 

供給（回答）者は、【製品・部品情報】の「製品情報」の製品名、製品品番、質量質量単位などを入力する。 

chemSHERPAでは、１ファイルにつき複数の製品情報を列記できる。（最大１００製品） 
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尚、製品情報列は回答者用の入力欄になっているため、作成開始段階では、これら以外の情報は不要。 

 

『成分情報 画面』 

【成分情報】の入力 

①  『基本情報 画面』 の成分 表示 ボタンを押し『成分情報画面』 を表示させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-3 成分情報画面 

 

 

②  「階層」 「部品」 「材質」 「物質」 「任意報告」等 を入力する。 

「材質」 の用途欄は、記入したい欄にカーソル指定し上部の 選択 ボタンより検索リストを表示させ

る。 

材質用途および材質を選択すると、材質用途・分類記号＊が入力される。 

「物質」 の物質欄は、記入したい欄にカーソル指定し上部の 選択 ボタンより検索リストを表示させる。 

検索にて選択、対象の物質が、記入・表記される。「材質」に合わせた「物質」情報（CAS番号（CAS 

RN®））を選択・入力する事で 「法規制」 にフラグが付与される。 

＊材質用途・分類記号は、リサイクルを意識し作成支援ツールと一緒にダウンロード入手した 

ファイル中 『chemSHERPA 材質リスト』 を参照のこと。 
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図２-３-２ 『chemSHERPA 材質リスト』 材質用途・分類記号イメージ 

 

２－４．粘着テープ製造工程図 

図２-４-１は、粘着テープの製造工程の一例を示すものであり、すべての粘着テープに当てはまるも

のではない。 

 

 

図２-４-１ 粘着テープの製造工程 
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図２-４-１の製造工程で生産された粘着テープの最終製品の形状の事例を図２-４-２に示す。 

製品の形状は川下ユーザーの要望で種々存在し、本事例はその 1 つである。 

図２-４-２ 粘着テープの切断ロール形状 

 

 

２－５．事例 

記載例（１） ：内部補強材と粘着剤が一体化した場合 

内部補強材と粘着剤が一体化した事例として、図 ２-５-(1) に内部補強のある転写テープの構成を示す。 

 

 

図 ２-５-(1) 内部補強のある転写テープ 

 

剥離紙とは、ＥＣＨＡでは“Carrier Material”と記載されている。ＪＩＳ Ｚ ０１０９（粘着テープ・粘着シート用語）

では 「剥離ライナー」 と定義されている。紙又はプラスチックフィルムなどの片面又は両面に剥離処理した
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材料。 最終使用時まで粘着テープ又は粘着シートの粘着面を保護し、使用時に剥がして用いる。 

この構成のchemSHERPA-AI 記載例、報告単位は [平米：㎡] 

『基本情報 画面』 

 

（同） 『基本情報 画面』 製品・部品情報 部分右側 （カーソル移動で表示） 

 

 

『成分情報 画面』 

 

 

『遵法情報 画面』 １ 

 

※ “含有総合判定”には、記入した化学物質の成分が、ＩＥＣ６２４７４管理対象物質リストにないので 

[ N ]を入力している。 また“判定対象”☑を外すと、対象物質の全て表示される。 
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『遵法判断情報 画面』 ２ 

 

記載例（１）は、内部補強材と粘着剤が一体化した場合の記載方法を示しているが、製品についている

剥離紙は、川下ユーザーが剥がして粘着テープを組み込むため、剥離紙を除いて作成している。 

剥離紙を含めない場合は、【５．その他の情報】欄にその旨を記載して提出する。 

 

記載例（２） ：構成ごとに細かく表現した場合及び 

記載例（３） ：構成材料を部品として分けて表現した場合 

図２-５-(2)に、ＰＥＴ不織布に粘着剤が含浸した粘着テープの事例を示す。 

この事例を用いて、記載例（２）並びに記載例（３）を示す。 

 

図２-５-(2) PET不織布に粘着剤が含浸した粘着テープ 
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記載例（２） ：構成ごとに細かく表現した場合 

成分情報 画面２ 

 

 

記載例（２）は、部品名称を１つとし、材質を図２-５-(2)の構成で別々に記載している。材質用途は、

各々の材料メーカーから入手する chemSHERPA-CI や chemSHERPA-AI の材質用途を反映させてい

るため、常に一致するとは限らない。粘着剤の成分が同一の場合、合計することがある。 

 

記載例（３） ：構成材料を部品として分けて表現した場合 

成分情報 画面３ 
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記載例（３）は、記載例（２）の部品名称を構成毎に分けて記載している事例である。 

粘着テープは基材、粘着剤、剥離紙から構成されているため、その構成材料毎の情報を記載してい

る。材質用途は、各々の材料メーカーから入手する chemSHERPA-CI や chemSHERPA-AI の材質用

途を反映させているため常に一致するとは限らない。粘着剤の成分が同一の場合、合計することが

ある。 

 

記載例（４） ：ロール品１個として表現した場合 

 図４に、製品形状の粘着テープ（紙管の付いている状態）の事例を示す。 

紙管

＝（粘着 剤 ）

粘着層

（高分子複合材）（紙）

剥離紙

（ＰＥＴ不織布） （粘着剤）

（剥離剤）（紙）

 

図４ 製品形状の粘着テープ 

 

記載例（４） ：ロール品１個として表現した場合 

基本情報 画面  
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成分情報 画面４ 

 

 

 記載例（４）は、ロール品１個で表現した場合（５０ｍｍ幅×５０ｍ巻の両面テープ）の事例である。 

供給形態がテープであり、基材（支持体）、粘着剤、剥離紙、紙管から構成されているため、成形品である

紙管を複合して記載し、構成材料毎の情報を記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

14 日本粘着テープテープ工業会  chemSHERPA 編 

≪粘着テープ製品の記載事例≫ 

① （クラフト、紙などの）テープ 製品質量 ：２９３（g／個） 

1 個当たりの重量 183+63+27+20 = 293 

 

 

 

② （ＰＥＴ不織布、ＰＥＴ支持層）両面テープ 製品質量 ：５９８（g／個） 

1 個当たりの重量 225+90+200+63+20 = 598 

 

 

 

③ (不織布) 両面テープ 製品質量 ：５６６（g／個） 

1 個当たりの重量 250+33+200+63+20 = 566 

 

 

以上の①から③は、報告対象である「ｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡ管理対象物質」を含まない場合の回答、 

記載例（２）および（４）にあたる。 
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規制対象物質を使用している場合 

粘着剤の塗布に使用される溶剤は、水のほか有機溶剤などがあり、無溶剤のものもある。 

一般的に管理が必要とされる有機溶剤を使用し、報告する場合（規制値以下であるが記載できる）

は、ＣＡＳ登録番号（CAS RN®）を、作成支援ツールの「ＣＡＳ番号」欄に記載（選択）する。 

 

④ （溶剤使用の）テープ 製品質量 ：６４（g／㎡）   ・・・記載例（２） 

１㎡当たりの重量 48+16 = 64 

 

・汎用粘着テープであるので、法規制の化学物質やツール上の管理報告物質を、安全性を重視して 

報告している。また、形状・サイズにより製品重量が異なるので、平米辺り（g／㎡）での統一回答。 

 

 

⑤ （タック）シール 製品質量 ：１１３．５（g／㎡）   ・・・記載例（３） 

  1 ㎡当たりの重量 91.4+13.7+8.4 = 113.5 

 

・④同様に、管理報告物質を記載した例、コメントは報告時の必要性に合わせて判断し記載する。 

    （コメント未記入も、支援ツール上ルール・回答では問題がありません） 
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⑥ 両面テープ 製品質量 ：９５（g／㎡）    ・・・記載例（２） 

   1 ㎡当たりの重量 20+75 = 95 

 

・両面テープは、支持体（基材）に対し粘着剤が２面あるが、成分として同じ場合まとめて報告している。 

 

【粘着テープの区分と情報伝達の考え方】にもある様に、粘着テープは支持体と粘着剤が一体である。 

この為、リサイクル可否の区分を表記している例を示す。 

尚、chemSHERPA の材質分類は化学物質としての詳細な区分ではなく、環境配慮設計の情報として活用可

能な材料区分である。 

 

⑦ 両面テープ 製品質量 ：１８３（g／㎡）   ・・・記載例（２） 

 

・③とほぼ同じ構成であるが、chemSHERPA の材質分類を受け、リサイクル不可能な材質として 

「その他の硬化性樹脂」の区分をしている。 

 

⑧ 両面テープ 製品質量 ：１１．０（g／㎡）    ・・・記載例（２） 

 

・材質表記は⑦同様で、管理対象物質の報告対象がない場合の記載 
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⑨ ＰＶＣテープ 製品質量 ：１６４（g／㎡）    ・・・記載例（１） 

⑦⑧の例に追加して、添加剤として禁止物質が含まれる事例。 

ＣＡＳ登録番号（CAS RN®）を記載する事で、対象法令が明確になり報告できる。 

 

 


